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配水管布設工事標準仕様書の改定について（お知らせ） 

 
日頃より、本市水道事業についてご理解、ご協力いただき誠にありがとうございま

す。 
この度、配水管布設工事標準仕様書について、下記のとおり改定いたします。 
 

記 
 
１ 配水管布設工事標準仕様書について（主な改定箇所） 

  ・「ワンデーレスポンス・ウイークリースタンス」の追記 
  ・「週休 2 日の対応」の追記 
  ・4-2 管布設工（共通）−（5）鋳鉄管の配管作業に従事する技能者について、

「（公社）日本水道協会に耐震継手配水管技能者として登録されている」を追記 
  ・法令や字句等の加筆および修正 

 
２ 適用日 
  令和 8 年 5 月単価以降に適用する工事から適用します。 
  ただし、令和 8 年 3 月単価以前の工事のうち、すべて新仕様書で対応可能な場

合は適用できるものとします。 
 
 
 

【問い合わせ先】 
総務部 技術管理室 技術管理担当 
電話：025-232-7291 
E-mail：gijyutsu.ws@city.niigata.lg.jp 
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